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１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、シン
ガポールの知的財産制度のうち、商標法、著作権法
を中心に解説する。

２．総論
　2013年３月、シンガポール法務局により設立され

た知的財産運営委員会は、「知的財産ハブ基本計画」
を公表した。この基本計画には、「知的財産取引・
管理のハブ」、「質の高い知的財産出願のハブ」、「知
的財産紛争解決のハブ」という３つのハブ構想が掲
げられ、シンガポールがアジアにおけるグローバル
な知的財産ハブを目指すことが戦略目標として示さ
れている。
　このような戦略目標の下、シンガポール知的財産
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庁は、2015年９月より、アセアン地域の知的財産庁
として初めて国際調査機関（ISA）、及び、国際予備
審査機関（IPEA）としての業務を開始した。
　このように、シンガポールでは、近年、知的財産
制度の整備が推進されており、2014年〜2015年の世
界競争力レポート（世界経済フォーラム）において、
シンガポールは、知的財産保護水準が世界第２位に
ランクされている。

３．商標法
　シンガポール商標法は、2007年７月２日に改正法
が施行され、現在に至っている。以下では、この改
正法に基づいて解説する。（以下、この章では、括
弧書の条文は、特に指示がない場合には、シンガ
ポール商標法の条文を示す。）

（１）保護対象
「商標」とは、「写実的に表現できる標識であって、

ある者が取引において取り扱い又は提供する商品
又はサービスと、他人が取引において取り扱い又
は提供する商品又はサービスとを識別することが
できる標章」として定義されている（２条１項）。

また、「標章」とは、「文字、単語、名称、署名、
数字、図形、銘柄、題号、表示、チケット、形状、
色彩、パッケージの外観又はこれらの組み合わせ
を含むもの」として定義されている（２条１項）。

このように、「商標」、「標章」の定義には、視覚
により認識できるものに限定する規定がないこと
から、「音」は保護対象とされている。（音符、休
符からなる楽譜は、「写実的な表現」（商標の定義）
を満たすと解されている。）

なお、「団体標章」（第60条）、「証明標章」（第61条）
についても登録が可能である。

（２）登録要件（絶対的不登録事由）
以下の（a）〜（d）については、商標として登

録されない（７条（１））。
（a） 商標の定義（２条１項）を満たさない標章
（b） 識別性を欠く標章
（c） 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産

地等から専ら構成される標章
（d） 慣用標章

ただし、上記（b）、（c）又は（d）については、
登録出願日前に、標章の使用により現実に識別力

を獲得していれば、登録を拒絶されることはない
（７条（２））。

また、標章が専ら次の（a）〜（c）で構成され
る場合は、商標として登録されない（７条（３））。

（a） 商品自体の性質に起因する形状
（b） 技術的成果を得るために必要な商品の形状
（c） 商品に実質的な価値を与える形状

さらに、商標が、（a） 公序良俗又は道徳に反す
る場合、（b） 公衆を欺瞞するような性質のもの
である場合は、商標として登録されない（７条

（４））。
その他、その使用がシンガポールにおいて法律

により禁じられる場合には、商標は登録されない
（７条（５））。また、その出願が悪意でなされた
場合には、商標は登録されない（７条（６））。

（３）登録要件（相対的不登録事由）
商標が先の商標と同一であり、商標の商品又

はサービスが、先の商標の商品又はサービスと同
一である場合は、その商標は登録されない（８条

（１））。
また、（a） 商標が先の商標と同一であり、先の

商標の商品又はサービスと類似する商品又はサー
ビスについて登録しようとしている場合、又は、

（b） 商標が先の商標と類似しており、先の商標の
商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサー
ビスについて登録しようとしている場合で、公衆
に混同を生じる虞がある場合は、その商標は登録
されない（８条（２））。

その他、先の商標がシンガポールにおいて周知
又は著名な場合についても、所定の要件に該当す
る場合には、その商標は登録されないことが規定
されている（８条（４）（i）（ii））。

　
（４）商標登録出願

①出願書類
「願書」（出願人が使用意思を有することが必

要）、「商品又は役務及びその区分」（一出願多
区分制、ニース国際分類を採用）、「商標の表現
物」、「委任状」（要求された場合）、「優先権証
明書」（必要な場合）なお、本質的に同一である
複数の商標を「連続商標」として単一の願書で
出願することができる（17条）。

②出願公開制度


